
 

 

 

 
 

 

【地域課題について】 

（１）富塚地区コミュニティ協議会からの要望について 
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令和８年 2 月 25 日 

中央区協議会（中地域分科会） 

会⾧ 鈴木 義明 様 

富塚地区コミュニティ協議会 会⾧ 井口隆夫 

富塚地区の空き家対策に関する要望について 

（趣旨） 

当地区は昭和４０年頃から開発された団地が区域及び住民の大半を占めているた

め、ここ十数年来「高齢化」によるものと思われる「管理不全の空家等」が年々

増加傾向にある（別紙 1 参照）。同時に、住民の連帯感の希薄化とともに地域コミ

ュニティの維持にも支障が生じている。 

   このため、当コミュニティ協議会では「空家等」を地域課題として取り上げ、

浜松市および他都市の事例を調査するとともに住民のニーズ調査を行い、地域で

可能な「空家等対策」を計画する事とした。 

 

（「空家等」の地域課題） 

  「空家等」の地域に対する課題は以下のとおりである。 

   ①「管理不全の空家等」による日常の課題 

    ＊地域生活への影響    

・草や樹木の越境被害、猫等動物の住みつき、ハチの営巣   

・景観の悪化 

・不特定者の侵入による火災や犯罪の誘発の恐れ 

・草木による交通支障 

・倒壊の恐れ 

＊自然災害による近隣への影響 

・老朽化した雨戸・瓦等設備の飛散    

②「空家等」の中⾧期の課題 

＊住民の減少・高齢化による自治会をはじめとするコミュニティのへの影響 

・日常生活及び防災・防犯活動等に対する近助（近隣の助け合い）意識の

希薄化 

・自治組織の担い手（地域伝統合行事の維持を含む）不足   

＊当地域は各自治会区域が広く、区域に集会所等が一カ所のみで且つ地域の

中心に無い為、特に高齢者・子育て世代等及び児童等の利用には施設が不

足している。 
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（地域課題への取り組みの現状） 

  ①「管理不全の空家等」による日常の課題に対して 

   自治会等では「空家等」の所有者把握は困難である。このため課題発生の都度

市（区振興課及び関係課等）へ通知し所有者特定・連絡及び対応を依頼してい

るが依頼事項についての所有者への通知内容や所有者の対応状況等についての

具体的な回答が無いため、対応に遅れが生じている。所有者が判明すれば自治

会等による速やかな対応も可能である。 

 

②中⾧期の課題に対して 

   地域コミュニティの維持発展には住民の連帯が必要である。疎遠になっていた

住民が日常的に寄り合える集会所として「空家等」を借上げて「地域コミュニ

ティ維持の為の施設として有効利用」することを構想している。しかし当地区

ではこれまで「空家等」に関する住民の意識および地域コミュニティに対する

考え・要望の調査を実施したことが無く、住民のニーズを十分把握していると

は言えない。 

 

（要望内容） 

①「管理不全の空家等」に関する情報の共有および市への対応依頼ついて 

1．対応の迅速化を図るため市の管理する所有者情報の共有を要望する。 

 所有者から情報提供の同意を得られた場合、所有者の氏名・住所・連絡方法

を当該自治会へ共有し速やかな解決を図る。 

 

2．市への対応依頼事項について、経過・結果を当該自治会等に文書で回答する

ことを要望する。依頼事項の提出も今後は文書でおこなう。 

 

 ②中⾧期的な空き家等の対策に係る取り組みの推進について 

1．富塚地区を市の「空き家等」対策のモデル地区に設定する事を要望する。 

「空き家等」の課題は、市全地域に共通するものであり、市と各地域が協働

して解決に取り組む必要がある。当地区が構想する「地域コミュニティ施設

としての借上げ」も同様である。 

 このため、当地区をモデル地区に設定し、取り組みの推進を図るよう要望

するものである。 
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   2．「空家等」に関する住民意識・要望の調査費用の全額補助を要望する。 

構想の計画立案には「空家等」に対する住民側の意識等の把握が必要だ

が、自治体による調査は例がないため標記の調査が必要である。このため

地区内自治会加入世帯を対象として意識調査を実施する為にかかる費用

（別紙 2 参照）の全額補助を要望する。 

 

3．「空家等管理条例」の制定を要望する。 

「空家等」が所有者により適正に管理されていれば地域への影響は少ない。 

予想されている「空家等」の増加を見据えて「空家等」の適正な管理に関す

る「空家等管理条例」の制定が必要である。 
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